
厚生労働大臣長妻昭殿

佐藤一樹医師に対する医師法･行政手続法に基づく強制的な｢弁明の聴取｣手続
の実施延期等を求める要望書

平成２２年１月１９日付けのエムスリー｢医療維新｣での｢根拠ない、医師への不

当な行政処分に異議あり｣という報道記事によれば､東京女子医科大学日本心臓

血圧研究所循環器小児外科元助手の佐藤一樹医師が､厚生労働省による医師法

に基づく行政処分を前提とした行政手続法所定の弁明の聴取手続の対象とされて

いて､近く強制的な弁明の聴取手続が実施される、とのことです｡佐藤一樹医師は、

かつて人工心肺装置の操作に過誤があったとして刑法第２１１条第１項所定の業

務上過失致死罪で刑事起訴されて被告人となったものの、東京地方裁判所で無罪

判決､東京高等裁判所でも無罪判決を得､検察が上告を断念して無罪が確定した

菟罪被害者です｡しかるに､やはり同日付けエムスリー｢医療維新｣での｢厚労官僚

の火遊びを許すな｣という記事によれば､厚生労働省医政局医事課の杉野剛課長

が医師資質向上対策室の反対を強引に押し切り、一定の行政処分を目指した強

制的な弁明の聴取手続を進めようとしているとのことです｡しかしながら、この他部

署の反対を押し切ったという強制手続の強行は､もしもその事実上.法令上の根拠

付けが十分でなかったものであるとしたならば､刑法第１９３条に定める公務員職

権濫用罪(公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権

利の行使を妨害したときは、２年以下の懲役又は禁銅に処する)に該当する恐れ

すらあります。

長妻昭厚生労働大臣におかれましては､まず第一に､佐藤一樹医師に対する弁

明の聴取手続を延期し､第二に､弁明の聴取手続実施の事実上･法令上の根拠の

有無･程度､ならびに､場合によれば佐藤一樹医師への公務員職権濫用罪にも該

当しかねない杉野剛課長による強制実施の判断･指示の有無､さらに､もしも真実

であるならばそこに隠された意図及び背景事情を調査し､第三に､それら調査結果
を踏まえた適切な措置を採られることを､ここに要望いたします。

佐藤一樹医師の基本的人権侵害に関する緊急重大事ですので､甚だ失礼なが

ら、直接に本書1枚をＦＡＸさせていただきました｡よろしくお取扱いのほど､お願い
申し上げます。
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